
 

 

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
目
的 

こ
の
法
律
は
、
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
に
関
す
る
基
本
理
念
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
農
林
漁
業

に
由
来
す
る
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
を
図
る
た
め
に
行
う
事
業
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
及
び
そ
の
基
盤
を
確
立
す
る

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
を
図
り
、
も
っ
て
農
林
漁
業
及
び
食

品
産
業
の
持
続
的
な
発
展
並
び
に
国
民
に
対
す
る
食
料
の
安
定
供
給
の
確
保
に
資
す
る
と
と
も
に
、
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な

い
健
全
な
経
済
の
発
展
を
図
り
な
が
ら
持
続
的
に
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
一
条
関
係
） 

第
二 

定
義 

一 

「
食
料
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
農
林
水
産
物
等
（
農
林
水
産
物
及
び
食
品
（
全
て
の
飲
食
物
の
う
ち
医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
等
以
外
の
も
の
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
生
産
か
ら
消
費
に
至
る
各
段
階
の
関
係
者
が
有
機
的
に
連
携
す
る
こ
と
に

よ
り
、
全
体
と
し
て
機
能
を
発
揮
す
る
一
連
の
活
動
の
総
体
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 



 

 

二 

「
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
農
林
水
産
物
等
の
生
産
等
（
生
産
、
製
造
、
加
工
及
び
流
通
（
輸

送
、
保
管
、
販
売
そ
の
他
の
取
扱
い
の
過
程
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
過
程
に
お
い
て
環
境

へ
の
負
荷
の
低
減
が
図
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
農
林
水
産
物
等
の
流
通
及
び
消
費
が
広
く
行
わ
れ
る
食
料
シ
ス
テ
ム
を
い
う

も
の
と
す
る
こ
と
。 

三 

「
農
林
漁
業
者
」
と
は
、
農
業
者
、
林
業
者
若
し
く
は
漁
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
組
織
す
る
団
体
（
こ
れ
ら
の
者
が

主
た
る
構
成
員
又
は
出
資
者
と
な
っ
て
い
る
法
人
を
含
む
。
）
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

四 

「
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
」
と
は
、
農
林
漁
業
者
が
、
当
該
農
林
漁
業
者
の
行
う
農
林
漁
業
の
持
続
性
の
確
保
に
資

す
る
よ
う
、
農
林
漁
業
に
由
来
す
る
環
境
へ
の
負
荷
（
以
下
「
環
境
負
荷
」
と
い
う
。
）
の
低
減
を
図
る
た
め
に
行
う
次

に
掲
げ
る
事
業
活
動
等
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

㈠ 

堆
肥
そ
の
他
の
有
機
質
資
材
の
施
用
に
よ
り
土
壌
の
性
質
を
改
善
さ
せ
、
か
つ
、
化
学
的
に
合
成
さ
れ
た
肥
料
及
び

農
薬
の
施
用
及
び
使
用
を
減
少
さ
せ
る
技
術
を
用
い
て
行
わ
れ
る
生
産
方
式
に
よ
る
事
業
活
動 

㈡ 

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
に
資
す
る
事
業
活
動 

五 

「
基
盤
確
立
事
業
」
と
は
、
環
境
負
荷
の
低
減
を
図
る
た
め
に
行
う
取
組
の
基
盤
を
確
立
す
る
た
め
に
行
う
次
に
掲
げ



 

 

る
事
業
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

㈠ 

先
端
的
な
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
等
又
は
新
品
種
の
育
成
に
関
す
る
事
業 

㈡ 
環
境
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
資
材
又
は
機
械
類
等
の
生
産
及
び
販
売
に
関
す
る
事
業 

㈢ 

環
境
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
機
械
類
等
の
使
用
に
関
す
る
事
業 

㈣ 

環
境
負
荷
の
低
減
を
図
る
た
め
に
行
う
取
組
を
通
じ
て
生
産
さ
れ
た
農
林
水
産
物
を
そ
の
不
可
欠
な
原
材
料
と
し
て

用
い
て
行
う
新
商
品
の
開
発
等
又
は
当
該
農
林
水
産
物
の
流
通
の
合
理
化
に
関
す
る
事
業 

 
 

 

（
第
二
条
関
係
） 

第
三 

基
本
理
念 

一 

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
は
、
気
候
の
変
動
、
生
物
の
多
様
性
の
低
下
等
、
食
料
シ
ス
テ
ム
を
取
り
巻
く

環
境
が
変
化
す
る
中
で
、
将
来
に
わ
た
り
農
林
漁
業
及
び
食
品
産
業
の
持
続
的
な
発
展
並
び
に
国
民
に
対
す
る
食
料
の
安

定
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
に
は
、
農
林
水
産
物
等
の
生
産
等
の
各
段
階
に
お
い
て
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
取
り
組
む

こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
農
林
漁
業
者
、
食
品
産
業
の
事

業
者
、
消
費
者
そ
の
他
の
食
料
シ
ス
テ
ム
の
関
係
者
の
理
解
の
下
に
、
こ
れ
ら
の
者
が
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
確

立
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 



 

 

二 

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
に
当
た
っ
て
は
、
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
と
生
産
性
の
向
上
と
の
両
立

が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
の
実
現
に
資
す
る
技
術
の
研
究
開
発
及
び
活
用
の
推
進
並
び
に
農
林
水
産
物
等
の

円
滑
な
流
通
の
確
保
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
三
条
関
係
） 

第
四 

国
の
責
務
等 

一 

国
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
を
図
る
上
で
必
要
な
施
策
を
総
合
的

に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
に
関
し
、
国
と
の
適
切

な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、

及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

農
林
漁
業
者
、
食
品
産
業
の
事
業
者
そ
の
他
の
食
料
シ
ス
テ
ム
に
関
連
す
る
事
業
を
行
う
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と

り
、
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
、
農
林
水
産
物
等
の
生
産
等
の
過
程
に
お
い

て
、
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
た
め
の
生
産
等
の
方
式
の
導
入
、
資
材
及
び
原
材
料
の
調
達
、
農
林
水
産
物
等
の

流
通
の
確
保
そ
の
他
の
取
組
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 



 

 

四 

消
費
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
理
解
と
関
心
を
深
め
、
環
境

へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
農
林
水
産
物
等
を
選
択
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
関
係
） 

第
五 

国
が
講
ず
べ
き
施
策 

 
 

国
は
、
食
料
シ
ス
テ
ム
の
関
係
者
の
理
解
の
増
進
、
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
に
資
す
る
技
術
の
研

究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
、
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
生
産
活
動
の
促
進
、
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
原
材

料
の
利
用
の
促
進
、
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
農
林
水
産
物
等
の
流
通
の
合
理
化
の
促
進
、
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減

に
資
す
る
農
林
水
産
物
等
の
消
費
の
促
進
等
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
七
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
関
係
） 

第
六 

環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進
及
び
そ
の
基
盤
の
確
立
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
等 

一 

農
林
水
産
大
臣
は
、
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進
及
び
そ
の
基
盤
の
確
立
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基

本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
し
、
基
本
方
針
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

㈠ 

環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進
の
意
義
及
び
目
標
に
関
す
る
事
項 



 

 

㈡ 

環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

㈢ 

特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
（
集
団
又
は
相
当
規
模
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
地
域
に
お
け
る
環
境
負
荷
の

低
減
の
効
果
を
高
め
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
の
促
進
を
図
る
区
域
（
以
下
「
特
定
区
域
」
と
い
う
。
）
の
設
定
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

㈣ 

基
盤
確
立
事
業
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
十
五
条
関
係
） 

二 

自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
か
ら
み
て
一
体
で
あ
る
地
域
を
区
域
と
す
る
一
又
は
二
以
上
の
市
町
村
及
び
当
該
市
町

村
の
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
は
、
共
同
し
て
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促
進
に

関
す
る
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
農
林
水
産
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
関
係
） 

三 

農
林
水
産
大
臣
は
、
市
町
村
及
び
都
道
府
県
に
対
し
、
同
意
を
し
た
基
本
計
画
（
以
下
「
同
意
基
本
計
画
」
と
い
う
。

）
の
進
捗
及
び
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

（
第
十
八
条
関
係
） 

第
七 

環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
及
び
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
の
認
定
等 

一 

同
意
基
本
計
画
を
作
成
し
た
市
町
村
の
区
域
に
お
い
て
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
を
行
お
う
と
す
る
農
林
漁
業
者
は



 

 

、
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
を
作
成
し
、
当
該
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二 

同
意
基
本
計
画
に
定
め
ら
れ
た
特
定
区
域
に
お
い
て
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
を
行
お
う
と
す
る
農
林
漁
業
者
は

、
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
を
作
成
し
、
当
該
特
定
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

三 

環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
又
は
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
に
は
、
環
境
負
荷
の
低
減
に
関
す

る
目
標
、
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
又
は
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
内
容
等
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。 

四 

環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
又
は
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
に
は
、
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

農
林
漁
業
者
以
外
の
者
が
行
う
次
に
掲
げ
る
措
置
に
関
す
る
事
項
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

㈠ 

環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
又
は
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
を
行
う
た
め
に
不
可
欠
な
資
材
等
の
提
供
に
関
す
る

措
置 

㈡ 

環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
又
は
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
に
よ
り
生
産
さ
れ
た
農
林
水
産
物
を
そ
の
不
可
欠
な



 

 

原
材
料
と
し
て
用
い
て
行
う
食
品
の
製
造
若
し
く
は
加
工
又
は
当
該
農
林
水
産
物
及
び
当
該
食
品
の
付
加
価
値
の
向
上

に
資
す
る
流
通
に
関
す
る
措
置 

五 

都
道
府
県
知
事
は
、
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
又
は
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
が
同
意
基
本

計
画
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
等
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
関
係
） 

第
八 

認
定
計
画
に
係
る
支
援
措
置 

一 

農
業
改
良
資
金
融
通
法
等
の
特
例 

㈠ 

認
定
を
受
け
た
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
又
は
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
（
以
下
「
認
定

計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
又
は
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
（
以
下
「
認

定
事
業
活
動
」
と
い
う
。
）
に
農
業
改
良
資
金
融
通
法
に
規
定
す
る
農
業
改
良
措
置
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
認

定
計
画
に
係
る
認
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
同
法
の
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
農
業

改
良
資
金
の
償
還
期
限
は
、
十
二
年
以
内
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

㈡ 

認
定
事
業
活
動
に
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
に
規
定
す
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
措
置
が
含
ま
れ
る
場
合



 

 

に
は
、
当
該
認
定
計
画
に
係
る
認
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
同
法
の
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
こ
の
場
合

に
お
け
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
償
還
期
間
は
、
十
二
年
以
内
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
㈢ 
認
定
事
業
活
動
に
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
助
成
法
に
規
定
す
る
経
営
等
改
善
措
置
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
認
定

計
画
に
係
る
認
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
同
法
の
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
経
営
等

改
善
資
金
の
償
還
期
間
は
、
十
二
年
以
内
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 

㈣ 

認
定
事
業
活
動
に
処
理
高
度
化
施
設
の
整
備
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
処
理
高
度
化
施
設
の
整
備
を
行
う
者
を

家
畜
排
せ
つ
物
の
管
理
の
適
正
化
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
認
定
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
同
法
の
株
式

会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

㈤ 

認
定
事
業
活
動
に
第
七
の
四
の
者
が
行
う
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
を
食
品
等
の

流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
食
品
等
流
通
法
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
認
定
事
業

者
と
み
な
し
て
、
食
品
等
流
通
法
の
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
関
係
） 

二 

農
地
法
等
の
特
例 



 

 

㈠ 

認
定
を
受
け
た
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
（
以
下
「
認
定
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画

」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
場
合
に
は
農
地
法
第
四
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
し
、
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
を
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
以
外
の
も
の
に
す
る
た
め
所
有
権
等
を
取
得
す
る
場
合

に
は
同
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㈡ 

認
定
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
に
従
っ
て
集
約
酪
農
地
域
の
区
域
内
に
あ
る
草
地
に
お
い
て
施
設
を

整
備
す
る
た
め
に
行
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㈢ 

認
定
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
に
従
っ
て
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
（
補
助
金
等
交
付
財
産
（

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
補
助
金
等
適
正
化
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条

に
規
定
す
る
財
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
活
用
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
認
定
特
定
環

境
負
荷
低
減
事
業
活
動
実
施
計
画
に
係
る
認
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
同
条
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
の
承
認

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
関
係
） 

第
九 

有
機
農
業
を
促
進
す
る
た
め
の
栽
培
管
理
に
関
す
る
協
定
に
係
る
措
置 



 

 

一 

同
意
基
本
計
画
に
定
め
ら
れ
た
特
定
区
域
内
に
あ
る
相
当
規
模
の
一
団
の
農
用
地
に
つ
い
て
所
有
権
等
又
は
そ
の
他
の

使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者
（
以
下
「
農
用
地
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
特
定
区
域
に
お

い
て
特
定
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る
有
機
農
業
の
生
産
団
地
を
形
成
す
る
た
め
、
市
町
村
長
（
協
定
区

域
が
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
に
わ
た
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
可
を
受
け
て
、
有

機
農
業
を
促
進
す
る
た
め
の
栽
培
管
理
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
協
定
に
は
、
協
定
区
域
、
栽
培
の
管
理
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二 

協
定
に
つ
い
て
は
、
協
定
区
域
内
の
農
用
地
に
係
る
農
用
地
所
有
者
等
の
全
員
の
合
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

し
、
市
町
村
長
に
よ
る
認
可
の
公
告
の
あ
っ
た
協
定
は
、
そ
の
公
告
の
あ
っ
た
後
に
お
い
て
協
定
区
域
内
の
農
用
地
に
係

る
農
用
地
所
有
者
等
に
な
っ
た
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
効
力
が
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

認
可
を
受
け
た
協
定
に
係
る
協
定
区
域
内
の
一
団
の
農
用
地
の
所
有
者
は
、
市
町
村
に
対
し
、
当
該
農
用
地
に
つ
い
て

使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
等
を
有
す
る
者
の
全
員
の
同
意
を
得
て
、
当
該
農
用
地
の
区
域
を
農
用
地
区
域
と
し

て
定
め
る
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
関
係
） 

第
十 

基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
の
認
定
等 



 

 

一 

基
盤
確
立
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
し
、
基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
に
は
、
基
盤
確
立
事
業
に
よ
る
環
境
負
荷
の
低
減
の
効
果
の
増
進
等
に

関
す
る
目
標
、
基
盤
確
立
事
業
の
内
容
等
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二 

主
務
大
臣
は
、
基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
が
基
本
方
針
に
照
ら
し
適
切
な
も
の
で
あ
る
等
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認

定
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
条
関
係
） 

第
十
一 

認
定
基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
に
係
る
支
援
措
置 

一 

認
定
を
受
け
た
基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
（
以
下
「
認
定
基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
行
わ
れ

る
基
盤
確
立
事
業
（
以
下
「
認
定
基
盤
確
立
事
業
」
と
い
う
。
）
に
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、

当
該
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
を
行
う
者
を
食
品
等
流
通
法
に
規
定
す
る
認
定
事
業
者
と
み
な
し
て
、
食
品
等
流
通
法
の

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二 

農
林
水
産
大
臣
は
、
認
定
基
盤
確
立
事
業
の
成
果
に
係
る
種
苗
法
の
規
定
に
よ
る
品
種
登
録
出
願
等
に
つ
い
て
、
出
願

料
等
を
軽
減
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

認
定
基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
に
従
っ
て
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
場
合
に
は
農
地
法
第
四
条
第
一
項
の
許
可



 

 

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
を
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
以
外
の
も
の
に
す
る
た
め
所
有
権
等
を
取

得
す
る
場
合
に
は
同
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。 

四 

認
定
基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
に
従
っ
て
基
盤
確
立
事
業
（
補
助
金
等
交
付
財
産
の
活
用
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
を

行
う
場
合
に
は
、
当
該
認
定
基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
に
係
る
認
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
補
助
金
等
適
正
化
法
第

二
十
二
条
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
の
承
認
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
関
係
） 

第
十
二 

雑
則
等 

一 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
措
置
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
助
言
、
指
導
、
資
金
の
融
通

の
あ
っ
せ
ん
、
経
費
の
補
助
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

（
第
四
十
五
条
関
係
） 

二 

認
定
計
画
及
び
認
定
基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
の
実
施
状
況
に
係
る
報
告
徴
収
及
び
報
告
義
務
違
反
に
対
す
る
罰
則
に

つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
四
十
六
条
及
び
第
五
十
一
条
関
係
） 

三 

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
、
権
限
の
委
任
、
事
務
の
区
分
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
関
係
） 



 

 

第
十
三 

附
則 

一 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

二 

持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
を
廃
止
し
、
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
。 

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
） 

三 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
六
条
関
係
） 

四 

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

 

（
附
則
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
関
係
） 


